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令和2年度
長野県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修

講義 3

サービス等利用計画等と個別支援計画の関係
Web講義

長野市ひかり学園 尾淵和之

この資料は
平成30年度サービス管理責任者等指導者養成研修共通講義
「サービス等利用計画と個別支援計画の関係」の一部
平成２９年度相談支援従事者指導者養成研修会
「障害者総合支援法の概要と相談支援の課題」の一部 を使用しています

○講義のねらい

１．「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」と「個別

支援計画」の関連性とその前提としての連携について

理解する

２．関係機関との連携において「個別支援計画」の果たす

役割を理解する

※「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を以下「利用計画」と記載します
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○連携といえば…

家族
親戚

相談支援
事業所
（相談員）

近所の
おじちゃん
おばちゃん

日中サービス
事業所
（サビ管）
（支援員）

病院
主治医

移動支援
事業所

（サビ管）
（支援員）
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○なぜ連携が必要か 【事業所としての責務】→法律

☆障害者総合支援法

第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置
者（以下「指定事業者等」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するととも
に、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施す
る機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サー
ビスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害
者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

☆児童福祉法

第二十一条の五の十七 指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援医療機
関の設置者（以下「指定障害児事業者等」という。）は、障害児が自立した日常
生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思を
できる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密
な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性そ
の他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行う
ように努めなければならない。
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○なぜ連携が必要か 【事業所としての責務】→県条例

☆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の従業者、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年10月11日条例第60号（長野県 最新平成29年3月改正）

第16条 指定居宅介護等事業者は、指定居宅介護等の提供に当たっては、地域及び家庭との結び
付きを重視した運営を行い、市町村等、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サー
ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない

準用 生活介護５５条 生活訓練105条 就労移行110条 就労Ａ型113条 就労Ｂ型114条

共同生活援助121条

☆児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年10月11日条例第66号（長野県 最新平成29年3月改正）

第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、県、市町村、障害
福祉サービスを行う者等との密接な連携に努めなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族
に対して適切な援助を行うとともに、県、市町村、障害福祉サービスを行う者等との密接な連携に
努めなければならない。

準用 訪デイ60条

※参考 長野県ホームページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障害福祉サービス > 基準条例・施行規則等
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○なぜ連携が必要か 【相談事業所としての責務】→法律

☆障害者総合支援法

第五十一条の二十二 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
（以下「指定相談支援事業者」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮すると
ともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実
施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援
を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等
の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

☆児童福祉法

第二十四条の三十 指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生
活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をで
きる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な
連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その
他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うよ
うに努めなければならない。
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（ 名 ） スル 〔「連絡提携 れんらくていけい」 の意〕

○連絡を密に取り合って，一つの目的のために一緒に物事

をすること。

「－プレー」「父母と教師の－を密にする」「関係諸機関が－して研究開発を行う」

〔同音語の「連係・連繫」は物事と物事，人と人との間のつながりのこ
とであるが，それに対して「連携」は連絡を取り合って一緒に物事を行
うことをいう〕 大辞林 第三版の解説

○そもそも 連携とは？

れんけい【連携】
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○連携が必要な場面を考えてみる

①利用者のニーズに関する軸

▽ライフサイクルや成長、重度化等あらたなニーズやニーズ
の変化が生じてきている場合
▽複合的なニーズや複数のサービスを使い分けている場合
▽満足度が低い場合やサービスがマンネリ化してしまっている
場合
▽意思疎通やニーズの表出が難しく、ベストインタレスト（最善
の利益を生み出す決定）の追求が必要な場合
▽家族ニーズや、その他の周辺環境に巻き込まれてしまって
いる場合 など

→アセスメントや意思決定支援の場面
生活・支援環境（個人支援環境と集団支援環境）の変更・調整
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○連携が必要な場面を考えてみる

②支援者・事業所・組織に関する軸

▽あらたなニーズやニーズの変化に対応できにくい場合
▽個別支援計画書に「実現できなかったニーズ」、「反映できな
かったニーズ」がある場合
▽事業所としてのかかわりが部分的で、生活の全体像が見え
ない場合
▽緊急な対応や時間をかけての取り組みなどの混在や混乱、
対応が困難な場合 など

→事業所の運営方針、建物構造
組織・職員体制、職員の思い・考え方
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○連携が必要な場面を考えてみる

③関係機関・地域・まちに関する軸

▽専門的アセスメントや関わりが必要な場合（医療・保健・教育
など）
▽社会参加や地域生活における様々な関わりが必要な場合
▽事業所間で対応の統一や混乱をさせない支援ができてい
ない場合
▽地域にニーズを支える資源がない場合
▽連携の土俵にのっていない場合

→「地域で暮らしている人」の意識
福祉の守備範囲と限界、新たな資源開発
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○連携の視点

①利用者の個別性・多様なニーズに答えていくためには、個人や事業所内で完
結したサービス提供のみでは対応が難しくなる

②利用者の意思を確認した上で支援を行うが、対応できないニーズや新たな地
域社会との繋がり、俯瞰的な生活全体像を見ながらの支援には機関等連携が
不可欠となる

③連携は結果的に、支援者や事業所の質の向上や地域のネットワークによる支
援の底上げにも繫がる

④連携を考える場合、事業所・組織内の部門間連携、チームワークが不可欠とな
る

⑤サービス担当者会議の実施や参加、事例検討会、ＯＪＴ・Ｏｆｆ-ＪＴ等の機会の
提供や参加など他者や他機関との関わりを深める必要がある
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○連携の方法

【１】完結型支援からオープン支援への意識変革

【２】連携のためのツールを活用する

【３】各種会議の活用と人材育成
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【１】完結型支援からオープン支援への意識変革

〈連携のいらない支援を考える〉

・「うちの事業所を使っていれば困ることはない」

・「私は専門家なので他に相談することはない」

・「この活動をしていれば落ち着くし、変更すると

パニックを起こすからやらない」

・「先輩がこうしていたから私もこうしています」

・「外との交渉は○○さんです。私は利用者の支援を一

生懸命やりたいと思います」

…等々
13

【１】完結型支援からオープン支援への意識変革

〈視点〉

・ 人の生活を多面的に捉えることができるか

ある一面のみ切り取った支援をしていないか

・ 多様な価値観に気がついているか

同じものを見ていても、視点を変えると違うものとしてとらえら

れることを理解しているか

・ 時代の変化に追いついているか

新たな価値観・考え方などを受け止められているか

・ 抱え込みや過剰な支援のチェックができているか

「私のやり方」「うちのやり方」ですましていないか
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【１】完結型支援からオープン支援への意識変革

・ 利用者のニーズは、利用開始当初と現在ではご本人

の体調や周りの環境の変化などにより、変わっている

はずである

・ 変わっていないまたは変わっていないように見える場

合には、利用者が成長していないととらえるのではな

く、支援の不備がなかったかを点検する必要がある。

職員間の情報共有や内外での事例検討など様々な視

点に気づく取り組みが必要

・ 利用者のニーズが満たされない場合は、担当者の変

更や事業所の変更もありうることは理解する必要が

ある
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【２】連携のためのツールを活用する

個別支援計画書は連携のツールである
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【２】連携のためのツールを活用する

〈事業所内支援チームにおける個別支援計画の活用〉
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支援をするため
の共通言語

支援の進捗
管理

過去からの成長

新たな支援の
発想

【２】連携のためのツールを活用する

〈利用計画との関係〉
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利用者氏名（児童氏名） 障害支援区分 相談支援事業者名

利用者負担上限額 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画作成日 モニタリング期間（開始年月） 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）
提供事業者名

（担当者名・電話）

1

1

1
ボウリングに一人で参加できるよう
になる

平成29年9月仲間と楽しくお話がしたい

移動支援
　毎日曜日　9：00～13：00
　　ボウリングへの参加
　　　4時間×5週　（20時間/月）
　　　自宅からバスを利用

・バス停で待ち合わせし、バス乗車～ボウリン
グ場での手続の支援を行ってください
・一人でいかれるようになれば、帰りに仲間とど
こかで食事をすることもできると思われますの
で、いずれ単独で参加できるように支援して下
さい

優先
順位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

・生活リズムは安定していますが、集団生活は
久しぶりとなります。集団に慣れるまでしばらく
声がけを増やしてあげてください
・母の心配を相談することもあるかと思います。
太郎さんに確認し、上田までお知らせいただけ
たらと思います

もう一度働きたい
どのような仕事をしたいのか、見
学、体験を行い、仕事先を決められ
ている

平成29年11月

就労移行支援事業所
　　月～金　9:00～16:00
　　　職業訓練
　　　体験実習、企業見学等
　　　自転車で通所

サービス等利用計画・障害児支援利用計画

長野　太郎　さん 区分１ みすず相談支援事業所

障害福祉サービス受給者証番号 ○○○○○○○ ０円 上田　一郎

平成29年9月

・母に介護保険サービスの利用について働き
かけ、利用の希望があるようならば利用調整を
します
・母が安心して自宅で一人でいられることがわ
かれば、太郎さんも外に出やすくなると思われ
ます

高齢の母を心配して自宅での生活を続けて来た想いを受け止め、母との生活が安心できるものになるような支援を行いながら、もう一度仲間と楽しむことができるよう、まずは就労に向けて支援をしていきま
す

母の負担を減らすため、自分でできることを増やし、母がいつまでも元気でいられることを応援する

母のお手伝いをしながら、働く準備や外出が出来るようになる

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

僕は今お家でお母さんの手伝いをしているよ。お母さんは転んだりすることがあり心配だよ。お母さんは「また仕事に
戻って」というんだけど、どうすればいいかわからない。でも会社の人たちやボウリングの友達ともまた楽しくお話をし
たいと思ってもいるんだ

平成29年8月1日 当初毎月、以後3ヶ月に1回（9、10、11、2、5、7月）

平成29年9月

平成29年9月

お母さんの調子が悪いので、お母
さんのお手伝いがしたい

母からお手伝いを求められたら手
伝うとともに、母を楽にするために、
自分でできることを増やせている

平成29年9月

居宅介護（家事支援中心）
　　毎月・金曜日　18:30～19:30
　　　夕食の片付け（皿洗い等）
　　隔週水曜日　16:30～17:30
　　　買い物支援
相談支援
　随時
　母が楽になるための手伝いに
　ついて一緒に考える

■■ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
○○さん
　026-000-0000

ヘルパーと一緒に皿洗いや買い物
に行きながら、母へどのようなお手
伝いをすれば楽になってもらえるか
一緒に考える

◎◎就労支援ｾﾝﾀｰ
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者
〇〇さん
　026-111-1111

毎日通い、事業所に慣れる

△△介護支援ｾﾝﾀｰ
サービス提供責任者
○○さん
　026-222-2222
ＳＯしなの　○○さん
　026-333-3333

支援者とバスに乗ってボウリング
場へ行き、仲間と楽しい時間を過ご
す

サービス等利用計画
「実家から離れて住むようになったけど、
まだ一人で寝るのは不安だよ。でも毎日
しっかり働きたいので、私の体調がおかし
くないか見てほしいんだ」

一人で寝るのは不安です

時間通りに仕事に行きたい

困ったときに話を聞いてほしい

共同生活援助
サービス管理責任者 個別支援計画

相談支援専門員
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働いてｺﾝｻｰﾄに一人で行きたい

薬を飲まなかった時には教えて

就労継続支援Ａ型
サービス管理責任者 個別支援計画

友達の○○さん

相談支援専門員

生活のことは
ＧＨにお任せ
しよう。

でも何かやれ
ることはない

か？

コンサートに
行くお金は貯
められるけど、
どうやってコ
ンサートに行
くんだろう？

今日暗い顔し
てきていたの
で聞いたら、Ｇ
Ｈの隣部屋の
人とけんかし
たんだって
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サービス等利用計画

困ったときに話を聞いてほしい

21

働いてｺﾝｻｰﾄに一人で行きたい

薬を飲まなかった時には教えて

就労継続支援Ａ型
サービス管理責任者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

個
別
支
援
計
画

個
別
支
援
計
画
案

私が行うこと
○食後服薬チェック表をつ
ける
○いろいろな仕事を頑張る
○相談する

支援者が行うこと
○服薬ﾁｪｯｸ表の作成管理
○仕事がしやすいよう配
慮する
○定期的に面接をする
○相談員・ＧＨ等と連絡調
整する

サ
ー
ビ
ス
提
供

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

アセスメント（相談支援専門員）

新たな気づき・支援の方向性の修正

共同生活援助

相談支援事業所

【２】連携のためのツールを活用する

22

利用計画

個別支援計画

モニタリング

モニタリング

ｻｰﾋﾞｽ
事業所

ｻｰﾋﾞｽ
事業所

個別支援計画

モニタリング
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【２】連携のためのツールを活用する

23

リスク・安定中心型
サービス利用
初 期

サービス利用
中 期

サービス利用
後 期

生きがいや可能性追求型

将来の生活設計型

個
別
性
が
高
ま
り
支
援
の
質
が
ア
ッ
プ

支援の方向性利用の時期

行ったり来たりを保障する

行ったり来たりを保障する

〈個別支援計画・利用計画の質的変化〉

【２】連携のためのツールを活用する

・ 個別支援計画は、利用計画とその背景にある連携して

いる機関）を意識して作成することが必要

→はじめから「協働」を意識した支援

・ 計画の質的変化を意識する

→はじめから完璧な計画を作成するのではなく、

スモールステップで、少しずつ積み上げて行くイ
メージを持ち、成功体験や役割を意識することが

重要となる

24
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【２】連携のためのツールを活用する

・ モニタリング会議（個別支援計画・利用計画）を行うこ

とで、一緒に考えること、新たな解決方法を見い
だすと共に、誤った支援の方向を見つけ改善する

→つなげることの大切さと共に一緒に考える・考えて

もらう

☆モニタリング会議に参加する意義の理解する

・ 連携ツールとしての個別支援計画書の提示を

→オープン支援を意識する

誤った支援・虐待防止の第三者からの評価を含め

25

【３】各種会議の活用と人材育成

①個別支援のための会議

・個別支援計画作成のための会議

・サービス調整会議、サービス担当者会議

ケース会議、ケア会議

・モニタリング会議

②課題の社会化と資源開発のための会議

・（自立支援）協議会

・障害福祉計画

③人材育成

・ＯＪＴ、Ｏｆｆ-ＪＴ

・事例検討会
26
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【３】各種会議の活用と人材育成

・ 利用者のﾆｰｽﾞを充足するために、連携の視点と軸を

整理していくと、支援者・事業所・組織及び関係機関・

地域・まちの中で、連携をしていくための場の設定と

実践が重要であり不可欠となる。

•また、この『場』は、双方の連携を強化するとともに、そ

れぞれの人材育成やサービスの質の向上、地域の活性

化にもつながるものである。

27

【３】各種会議の活用と人材育成

・ 事業所では、職員会議やミーティング、グループ会議、

個別支援計画作成会議などの会議がある

・ 利用者を通した関係機関との連携実践は、サービス調

整会議・サービス担当者会議がある

・ 個別の会議で解決しないことや個別課題を地域の課

題としていくとき、資源開発などが必要な場合は、（自

立支援）協議会等に参加し、当事者として一緒に考え

ることが必要

→結果的に利用者のニーズに応えることになる
28
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29

相談支援
専門員

生活訓練職員

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者のつながる支援と深める支援

市町村
サビ管（ＧＨ）

叔母さん 精神科病院

ピアサポート

サビ管
(生活訓練)

Ｓさん

相談支援
専門員

深める支援
・サービス利用計画をもとに、事業所内で個別支援
会議を開き、個別支援計画（生活プラン）を作成する。
・事業所内で意思統一を図る

相談支援専門員によるサービス利用計画は、トータルプラン

つながる支援
・相談支援専門員等と連携して、個別支援の課題を解
決するためのチームをつくり、地域でサポートするため
のネットワークを組織する。
・相談支援専門員によるサービス担当者会議に参加す
る。

サービス担当者会議

世話人
世話人

世話人叔母さん

サビ管
(ＧＨ）

Ｓさん

個別支援会議

サービス管理責任者による個別支援計画、生活プラン

平成２７年度 サービス管理責任者研修テキスト分野別講義「アセスメントとサービス提供の基本姿勢」の一部改変＜地域生活（知的・精神）＞

【３】各種会議の活用と人材育成

〈（自立支援）協議会の活用〉

30

（協議会の設置）

法第八九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援
の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族
並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者そ
の他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連携をはかることにより、地域にお
ける障害者等への支援体制に関する課題について、情報を共有し、関係期間
等の連携の緊密かを図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について
協議を行うものとする。

協議会の設置主体は、
市町村および都道府
県

努力義務と明記

協議会の役割
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【３】各種会議の活用と人材育成

31

○（自立支援）協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになっ
た地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めてい
く役割を担っている。

○障害者総合支援法の成立等を踏まえ、

①委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価、②指

定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための体制や、

③地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施

設、保健所や地域の障害福祉サービス事業所等による地域移行のネットワークの強化や、障害

福祉サービスの利用の組み合わせによる施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開

発の役割強化が必要。

○障害者虐待防止法の成立を踏まえ、地域における障害者虐待防止等のためのネットワークの

強化が必要。

○（自立支援）協議会はこれらの役割を担う旨通知により明確化。併せて、市町村は、地域の実

情に応じて当該役割を担うための専門部会の設置を検討。

※ 22年改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援

協議会の意見を聴くよう努めなければならないとされている。

• 自己完結に陥らない（ネットワークで取り組む基盤をつくる）

• 他人事にとらえない（地域の課題を的確に把握する）

• 出来ることから進める（成功体験を積み重ねる）

• 取り組みの成果を確認する（相互に評価する）

（自立支援）協議会は地域づくりの中核

（自立支援）協議会は地域が協働する場

地域で障がいのある方を支える
32
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33

【３】各種会議の活用と人材育成

〈（自立支援）協議会の活用〉

・ 地域の課題（社会資源の過不足・質等）を共有する

・ 対応に苦慮していることがある場合、事例検討やスー

パービジョン（評価・検証）等に参加したり、自ら企画す

る

34
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〈障害福祉計画〉

35

36厚生労働省ホームページより
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【３】各種会議の活用と人材育成

〈人材育成〉

『岡目八目』

…事の当事者よりも、第三者のほうが情勢や利害得失

などを正しく判断できること。

囲碁から出た語。碁をわきから見ていると、実際に

打っている人よりも、八目も先まで手を見越すとい

う意 （新明解四字熟語辞典）

→転じて、傍観者（第三者）のほうが当事者よりも物事

の是非を、的確に判断できるという意味
37

【３】各種会議の活用と人材育成

……サービス管理責任者等の関係者が、熱心に支援に

取り組むほど、無意識に内に偏った・

こもった・閉ざされた・囲い込みの支

援となる傾向がないでしょうか？

また、会議の構成メンバーに、「上司部下」「先輩後

輩」などの関係や「組織の考え＞利用者個人の考

え」などの強弱がある場合は、冷静な判断ができな

いこともあり得る
38
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【３】各種会議の活用と人材育成

☆（自立支援）協議会・サービス担当者会議等の会議に

参加し、横のつながりを持ち、他の状況を知ることで、

自己の実践の振り返りや支援内容の客観的な評価に

つながる

→ベテラン職員やサービス管理責任者だけが参加す

るのではなく、その連携を学ぶ機会として、中堅職

員等の育成対象職員の参加や同席させることで人

材育成が促進される
39

【３】各種会議の活用と人材育成

☆事例検討会への参加、スーパービジョンを受けるこ

となど、自分の実践を（利用者の承諾を得て）他者に

オープンにし、助言をもらうことにより、自分の支援の

癖や特徴、考え方などを第三者的な視点から評価を

受けることができる

→自分の支援を第三者に見てもらうことは、支援の質

の向上につながり、ひいては利用者によりよいサー

ビスを提供できる

40
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【３】各種会議の活用と人材育成

会議の活用で業務を検証する、具来的なポイント

•概要の確認（要約・見立ての技術）

•当事者主体と動機付け

•アセスメントの精度

•ニーズの焦点化（優先度・重要度）

•フォーマル、インフォーマルサービスの確認

•リスクマネジメントからストレングスマネジメント

•弱みの中にも、強みはあるという意識

•環境因子を考慮する視点

•チームアプローチの意識

•地域課題の有無と地域課題化への視点
41

42

あなたの事業所は大丈夫？
～こんなことは起きてない？？～

さまざまな職種が協力し連携し合って一人の利用者を支援しています。外部との連携がうまくいかない所は内部の
連携も…。
生活支援員、相談員、ケアスタッフ、看護師、理学療法士、送迎員、事務員等などが連携して一人の利用者を支援し
ます。事業所業務を一人のスタッフがすべてこなすことはないでしょう。人員配置基準も含めスタッフ間でお互いに
助け合いながら、チームとして気持ちよく業務を進めたいはずです。

○「中での健康管理があるから病院への送迎はやりません」
「排泄介助や入浴介助は、看護業務ではないのでやりません」ときっぱり言い切る看護師

○「この利用者何をしても文句ばっかりなのよ。相談員さん相談にのってあげてよ。あな
たの仕事でしょ」と吐き捨てるようなケアスタッフ

○家族からの苦情の電話に「その日は自分はお休みでしたからよく分かりません」と答える生活支援員

○「あなたたちは、リハのこと何も知らないでしょ、こっちの言った通りにしてくれればいい」
と上から目線のセラピスト。

○「しかたないだろ、現場でなんとかしてくれ」と話も聞いてくれない事務員

○送迎時に家族から様子を聞かれて「送ってきているだけだから、直接支援員に聞いてく
ださい」と答える送迎員

チームづくり
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○連携の意味を考える

〈メイド・サーバント症候群（Maid-Servant 

Syndrome）〉

リス・ワーグナー（Lis Wagner）デンマークのケアシステム研究者

誰かが考えたことを、指示された通りに

やらされているという「業務中心介護」の比喩

施設ケアスタッフは世話をすることを仕事と思い何か

ら何まで手を出してしまう（メイドさんや召使いになり

きっている状態）。また、施設入所者もケアしてもらうこ

とを期待して受動的になってしまうこと。 43

○連携の意味を考える

・ 職員がメイド・サーバント的支援に陥ると、仕事の結果

に責任を持たなくなる。「結果が悪かったのは指示を

した方が悪い、自分はいわれた通りにきちんとやった

のだから」と考えてしまいがち

・ 一方、利用者も決まったスケジュールにあてがわれる

サービスの中、受動的で自己決定をすることもなく、

興味関心を失うことなどの弊害があると思われる

44
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○連携の意味を考える

〈なぜ連携が必要か？〉

事業所の責務として行う必要がある

…と法律で決まっているから

と、言われるからやるのではなく

45

○連携の意味を考える

①メイド・サーバント症候群（的支援）に陥らないために

も、定期的に自分の仕事を検証する機会が必要である

から

②一方、利用者に対しても自分の新たな可能性を見つ

けるきっかけにもなるから

（多角的視点からのストレングス支援やｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ）

③質の高いサービスとは何か。サービスの質の向上に

終わりはなく、常に変化、向上させていくということ

に気づいたから

（マンネリやパタナリズムの打破）
46
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○連携の意味を考える

④定期的に提供しているサービスを振返り・検証を行な

うためには、体制作りが必要となる。一人に頼らず、

チームで行なうことに気づいたから

（チームアプローチの強化と徹底）

⑤事業所の強みと弱みに気づき、人材の育成、強化が必

要と思ったから

47

○連携の意味を考える

……だから連携が必要となりました！！

と当たり前に思える支援を考えていきたいもの

です。

48
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○おわりに

「連携が必要」ってほとんどの方が思ってはいるかと

思います。しかし、思い通りの連携ができていないかも

知れません。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、内

部でのチームワーク作りと外部との連携を行う重要な

役割があります。

「なぜ連携をしないといけないのか」、受け身的な連

携から、能動的な連携に切り替えていくこと。自己の支

援の見直しからはじめて見てはいかがでしょうか
49

○おわりに

この基礎研修に参加する事でも、新たな連携の芽が

生まれます。

演習が始まりますとグループの仲間ができ。講師や

スタッフなどもいます。

研修に参加していただいた皆様は連携の相手と

なる方々です。

資格取得のためだけではなく「連携相手」というお土

産を持ち帰っていただきたいと願っております。

ご清聴ありがとうございました
50


